
５　令和４年10月号

次の村の施設等について、年末年始の休日が変更となります。（21施設１業務）

施 設 等 の 名 称 年末年始の休日
現　行 変更後

鶴居村役場（役場庁舎・教育委員会事務局等の事務所）
各地区コミュニティセンター（７施設）
鶴居放課後児童クラブ
鶴居子育て支援センター
鶴居保育園
鶴居小型児童館
村民福祉センター
村立鶴居診療所
一般廃棄物最終処分場
農業生産支援交流施設
農畜産物加工施設「酪楽館」
上幌呂・茂雪裡文化交流施設（２施設）
上幌呂・下久著呂地域体育センター（２施設）

12/31 ～ 1/5 12/29 ～ 1/3

幌呂線デマンドバスの運行予約 12/31 ～ 1/5 12/29 ～ 1/3
※その他の施設や、年末年始の休日を設けていない施設については変更ありません。
ご不明な点は、鶴居村役場（℡64-2111）までお問い合わせください。

　

令
和
４
年
末
か
ら
、
鶴
居
村
の
年
末
年
始
の
休
日
を
次
の
と

お
り
変
更
し
ま
す
。

　
【
現　

行
】　

12
月
31
日
か
ら
翌
年
の
１
月
５
日
ま
で
休
日　

　
【
変
更
後
】　

12
月
29
日
か
ら
翌
年
の
１
月
３
日
ま
で
休
日　

※ 

令
和
４
年
度
の
年
末
年
始
の
休
日
は
、
次
の
日
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
12
月
29
日
（
木
）
か
ら
令
和
５
年
１
月
３
日
（
火
）

ま
で
の
６
日
間

教
育
長
再
任
の
挨
拶

　

令
和
４
年
第
３
回
鶴
居
村
議
会
定

例
会
に
お
け
る
任
命
同
意
を
経
て
、

10
月
１
日
付
け
で
大
石
村
長
か
ら
、

引
き
続
き
教
育
長
の
任
に
つ
く
よ
う

辞
令
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
も
と

よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
、
改
め

て
気
を
引
き
締
め
、
鶴
居
村
の
教
育
行
政
の
充
実
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　

私
は
、
ふ
る
さ
と
・
鶴
居
村
に
愛
着
と
誇
り
を
持
ち
人
間
性
豊
か
な
「
鶴
居

び
と
」
を
育
成
し
、
地
域
づ
く
り
の
一
翼
を
担
う
こ
と
が
教
育
委
員
会
に
課
せ

ら
れ
た
使
命
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
教
育
委
員
の
皆
様

と
と
も
に
、
教
育
を
め
ぐ
る
諸
課
題
に
対
応
し
た
教
育
施
策
を
推
進
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
村
民
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

鶴居村教育長

村上　明寛
　

令
和
４
年
第
３
回
鶴
居
村
議
会
定

例
会
に
お
い
て
、
坂
本
和
也
氏
が
教

育
委
員
と
し
て
就
任
す
る
こ
と
が
決

定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
村
民
の
皆

様
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
任
期
は
令
和
４
年
10
月
１

日
か
ら
令
和
８
年
９
月
30
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

令和４年末から、鶴居村の年末年始の休日を変更します。
　

村
が
設
置
す
る
複
数
の
施

設
等
で
は
、
鶴
居
村
の
休
日

を
定
め
る
条
例
等
に
よ
り
、

12
月
31
日
か
ら
１
月
５
日
ま

で
の
６
日
間
を
年
末
年
始
の

休
日
と
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
国
及
び
北
海
道
、

民
間
企
業
や
金
融
機
関
な
ど

の
多
く
で
は
、
年
末
年
始
の

休
日
を
12
月
29
日
か
ら
１
月

３
日
ま
で
と
し
て
お
り
、
本

村
と
休
日
の
日
に
ち
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
末

年
始
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、

鶴
居
村
と
他
の
行
政
機
関
と

の
業
務
の
連
携
な
ど
に
支
障

を
来
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
年
末

（
令
和
４
年
末
）
か
ら
、
村

の
年
末
年
始
の
休
日
を
国
及

び
北
海
道
な
ど
と
同
じ
日
の

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま

で
に
変
更
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
休
日
の
変

更
は
、
釧
路
管
内
の
７
町
村

（
釧
路
町
、
厚
岸
町
、
浜
中

町
、
標
茶
町
、
弟
子
屈
町
、

白
糠
町
、
鶴
居
村
）
が
合
せ

て
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

村
上
明
寛
教
育
長
再
任
の
お
知
ら
せ

村
教
育
委
員
再
任
の
お
知
ら
せ

坂本和也 氏

　

鶴
居
村
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
村
上
明
寛
教
育
長
が
令

和
４
年
第
３
回
鶴
居
村
議
会
定
例
会
に
お
い
て
同
意
を
得
て
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
９
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。


